労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定
における年間収入の取扱いに係る　Q&A

Q１　労働契約内容による被扶養者認定（以降は今回の措置）は、いつから適用されるのでしょうか。

A１　今回の措置は、令和8年4月1日以降の扶養認定及び被扶養者の認定の適否に係る確認（以下「被扶養者の資格確認」という。）において適用します。なお、令和8年4月1日より前に遡って認定する場合は、従来の取扱いにより判定することになります。

Q２　今回の措置の趣旨はなにか。

A２　今回の措置は、被扶養者（認定対象者を含む。以下同じ）の収入確認に当たって、就業調整対策の観点から、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととしたものです。
　　　
Q３　労働契約で定められた賃金（注1）から見込まれる年間収入が130万円未満（注２）であるとは、具体的にどのような場合か。

A３　雇用契約書、労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類（以下、「通知書等」という。）において規定される時間給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入が130万円未満（注２）である場合を想定しています。
そのため、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等（以下、「臨時収入」とする。）は、被扶養者の認定における年間収入に含まないこととなります。

Q４　労働契約内容により年間収入が判定できない場合は（例えば、「シフト制による」と
いった労働時間の記載が不明確な場合、契約期間が1年に満たない場合等）にはどの
ように年間収入を判定すべきか。

A４　労働契約内容により年間収入が判定できないため、従来どおり給与明細書、課（非課税）証明書等により、臨時収入を含んだ年間収入により判定することになります。

Q５　認定対象者が複数事業所で勤務していた場合の取扱いはどうなるか。

A５　当該各事業所の通知書等に記載された情報に基づき、年間収入を個別に算定し、これを合算して年間収入を判定します。ただし、当該各事業所のいずれかにおいて労働契約内容による年間収入を算定できない場合は、全ての事業所において、従来どおり給与明細書、課税（非課税）証明書等により、臨時収入を含んだ年間収入により判定することになります。
　　
Q６　労働契約内容が確認できる書類の提出がない場合は、どのように年間収入を判定するか。

A６　労働契約内容が確認できる書類の提出がない場合は、従来どおり給与明細書、課税（非課税）証明書等により、臨時収入を含んだ年間収入により判定することになります。

Q７　給与収入以外に他の収入（年金収入や事業収入等）がある場合は、年間収入はどのように判定するのか。

A７　今回の措置の対象外となり、従来どおり給与明細書、課税（非課税）証明書等により、臨時収入を含んだ年間収入により判定することになります。

Q８　被扶養者の資格確認について、どのように実施すべきか。

A８　従来どおりの方法に加え、認定時と同様に通知書等を確認する方法により実施しますが、その場合は、その時点における最新の情報が記載された通知書等を提出してください。通知書等が存在しない場合には、従来どおり給与明細書、課税（非課税）証明書等により、臨時収入を含んだ年間収入により判定することになります。

Q９　被扶養者の認定後、被扶養者の資格確認において、給与明細書、課税（非課税）証明
書等により、臨時収入によって結果的に年間収入が130万円以上（注２）となって
いる場合は、被扶養者の認定を取り消すのか。

A９　被扶養者の資格確認において、臨時収入によって結果的に年間収入が130万円以上（注２）となった場合でも、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者の認定を取り消すことはありません。　　
　　一方で、通知書等において賃金（注１）や労働時間を不当に低く記載していたことが判明した場合等、当該臨時収入により実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて130万円（注２）大きく上回っていることが判明した場合は、被扶養者の認定を取り消します。なお、当該臨時収入が一時的な収入変動であることの証明のため、既に実施中の「事業主証明の提出」も引き続き可とします。

以上

（注１）労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれます。
（注２）認定対象者が60歳以上である場合又は障害厚生年金の受給要件に該当する障害
者である場合は、180万円。認定対象者（被保険者の配偶者を除く）が19歳以上23歳
未満である場合は、150万円。


